
令和３年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 32 府 省 庁 名    国土交通省           

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

住宅投資の波及効果に鑑み、これまでの措置の実施状況や今般の新型コロナウイルス感染症拡大及びその

まん延防止のための措置による影響を含めた今後の経済情勢等を踏まえ、必要な検討を行い、所要の措置を

講じる。 

 

 

 

 

 

関係条文 

 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］   －  （  －  ）  ［平年度］   －  （  －  ） 

［改正増減収額］  －                           （単位：百万円） 

 

要望理由 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（令和２年４月 20日閣議決定）において、住宅に係る緊急に必要

な税制上の措置として住宅ローン減税の適用要件の弾力化等が講じられたところである。 

 

その上で、「経済財政運営と改革の基本方針 2020について」（令和２年７月 17日閣議決定）において、「住

宅投資については、適用要件の弾力化を行った住宅ローン減税等の即効性ある必要な支援策を着実に実施し

ていく」こととされている。 

 

住宅投資は内需の柱であり、我が国経済に与える影響が大きいところ、これまでの措置の実施状況や今後

の経済情勢等を踏まえ、必要な検討を行い、所要の措置を講じる必要がある。 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 

○経済財政運営と改革の基本方針 2020（令和２年７月 17日閣議決定） 

第２章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く 

１．感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げ－「ウィズコロナ」の経済戦略 

（４）消費など国内需要の喚起 

多様な住宅政策を推進し、また、住宅投資については、適用要件の弾力化を行った住宅ロー

ン減税等の即効性ある必要な支援策を着実に実施していく。 

 

政策の 

達成目標 

 

－ 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

－ 

同上の期間中

の達成目標 

 

－ 

政策目標の 

達成状況 

 

 

－ 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

－ 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

 

－ 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

 

住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保（国税） 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

 

－ 

 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

 

－ 

 

 

要望の措置の 

妥当性 

 

 

－ 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

 

－ 

 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

－ 

 

前回要望時の 

達成目標 

 

 

－ 

 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

 

－ 

 

 

これまでの要望経緯 

 

 

－ 
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